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内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
政
治
的
価
値
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
三
十
年
三
月
十
九
日
、
参
議
院
予
算
委
員
会
で
財
務
省
の
太
田
理
財
局
長
は
、
書
き
換
え
前
の
財
務
省
決
裁
文
書
に
安

倍
昭
恵
氏
を
巡
る
記
載
が
あ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
は
基
本
的
に
、
総
理
夫
人
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」
と
答

弁
し
た
。
理
財
局
長
の
答
弁
は
、
当
該
決
裁
文
書
に
お
け
る
安
倍
昭
恵
氏
を
巡
る
記
載
に
つ
い
て
、
文
書
を
作
成
し
た
者
は
、

安
倍
昭
恵
氏
が
安
倍
晋
三
首
相
の
妻
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
書
い
て
い
る
と
の
認
識
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

「
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
法
的
地
位
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
九
三
第
一
〇
五
号
）
で
は
、
「
公

人
と
は
、
一
般
に
、
公
職
に
あ
る
人
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
他
方
、
私
人
と
は
、
一
般
に
、
公
人
の
対
義
語
と

し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
」
は
、
公
人
で
は
な
く
私
人
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
」
と
し
て
、
安
倍
昭
恵
氏
が
「
私
人
」
で
あ
る
と
答
弁
し
て
い
る
。

代
表
的
な
ア
メ
リ
カ
の
政
治
学
者
の
イ
ー
ス
ト
ン
は
、
政
治
を
「
社
会
に
対
す
る
価
値
の
権
威
的
配
分
」
と
定
義
し
て
い

る
。
政
治
は
、
形
式
的
に
い
え
ば
「
政
策
決
定
過
程
」
で
あ
り
、
内
容
的
に
い
え
ば
「
価
値
の
権
威
的
配
分
」
と
説
明
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
当
該
答
弁
書
で
、
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
「
法
的
地
位
」
が
「
私
人
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
者
が
あ
る
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
、
直
接
的
も
し
く
は
間
接
的
に
関
与
し
、
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
で
あ
る
こ
と
を
政
策
決

一



定
過
程
に
い
る
者
が
知
る
こ
と
で
、
「
価
値
の
権
威
的
配
分
」
、
言
い
換
え
れ
ば
政
策
決
定
に
一
定
の
影
響
を
与
え
得
る
政
治

的
な
価
値
を
持
つ
に
至
る
。
こ
の
場
合
、
「
私
人
」
で
あ
る
と
政
府
が
主
張
す
る
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
の
存
在
そ
の
も
の
が
政

治
的
な
価
値
を
帯
び
る
の
で
あ
り
、
そ
の
権
威
、
威
光
は
直
接
的
も
し
く
は
間
接
的
に
政
府
の
政
策
決
定
過
程
に
影
響
を
与
え

る
。こ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。

一

理
財
局
長
の
「
そ
れ
は
基
本
的
に
、
総
理
夫
人
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」
と
の
答
弁
は
、
安
倍
昭
恵
氏
が
内
閣
総

理
大
臣
夫
人
で
あ
る
た
め
、
安
倍
昭
恵
氏
を
巡
る
経
緯
が
書
き
換
え
前
の
決
裁
文
書
に
書
か
れ
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

二

一
に
関
連
し
て
、
安
倍
昭
恵
氏
の
夫
が
現
職
の
内
閣
総
理
大
臣
も
し
く
は
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
で
な
け
れ
ば
、
安
倍
昭

恵
氏
を
巡
る
記
載
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

三

「
そ
れ
は
基
本
的
に
、
総
理
夫
人
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」
と
の
答
弁
を
踏
ま
え
る
と
、
財
務
省
の
所
管
に
お
け

る
政
策
決
定
過
程
に
お
い
て
、
安
倍
昭
恵
氏
を
巡
る
経
緯
、
ま
た
安
倍
昭
恵
氏
自
身
の
名
前
そ
の
も
の
が
一
定
の
政
治
的
な

価
値
や
何
ら
か
の
意
味
合
い
を
持
つ
た
め
、
財
務
省
の
政
策
決
定
過
程
に
直
接
的
も
し
く
は
間
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る

と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

二



四

安
倍
昭
恵
氏
の
存
在
は
、
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
政
の
意
思
決
定
過
程
を
介
し
て
、
日
本
「
社
会
に

対
す
る
価
値
の
権
威
的
配
分
」
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

「
そ
れ
は
基
本
的
に
、
総
理
夫
人
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」
と
の
答
弁
を
踏
ま
え
る
と
、
内
閣
総
理
大
臣
夫
人
は

「
私
人
」
で
あ
る
も
の
の
、
政
治
的
な
価
値
や
意
味
合
い
を
持
ち
、
行
政
の
政
策
決
定
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
と
い
う

理
解
で
よ
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


